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ページ 掲 載 内 容 

２・３ 募集(枕崎市職員追加募集～職員採用試験を実施) 

４・５ 
募集(枕崎市立病院職員(看護師)募集～職員採用試験を実施／会計年度任用職員(市立病

院)／水道メーター器検針業務委託人／会計年度任用職員(道路作業員)) 

６・７ 
募集(会計年度任用職員(事務補助職員)／市営住宅谷原団地の入居者)、相談(無料人権

相談所を開設／年金相談所の開設)、お知らせ(歯周病検診を受診しましょう) 

８・９ 

お知らせ(農業者年金に加入しませんか／Ｊアラート全国一斉情報伝達試験の実施につ

いて／自衛隊への個人情報提供を希望されない方へ(除外申出の受付)／子育て世帯応援

デジタル商品券を給付します／労働者への安全衛生教育の実施が義務付けられていま

す)  

10・11 

お知らせ(林野火災注意報・警報の運用が始まりました／かごしま文化財セミナーin枕

崎市の開催／「防災・一般情報提供メール」について／第37回老人クラブ芸能大会開催

／令和８年度市・県民税等および国民健康保険税ならびに後期高齢者医療保険料の申告

受付について)  

12・13 
お知らせ(税の申告に必要な書類の準備はお済みですか？／小型特殊自動車をお持ちの

方へ) 

14・15 お知らせ(ご存知ですか軽自動車の手続き)、スポーツ・文化イベント情報、キッズだより 

16 まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」 

※読んだらすぐに次の家に回しましょう  

 
※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで 

 

 

お知らせ版

 
納期限：３月 2 日 (月 ) 

国民健康保険税６期 

介護保険料６期 

後期高齢者医療保険料６期 

・口座振替をされている方は、月末振替(土・日、祝日は翌日)となりますので、事前に残高確認

をお願いします。 

・納税は、便利で安心な「口座振替」をおすすめします。ご希望の方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関または市役所税務課⑥番窓口で手続きをしてください。 

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.8％、１カ月経過後は年9.1％)が加算されますのでご注意ください。 

問合せ 税務課管理収納係 TEL(73)2175(直通) 

市税の納付はコンビニまたはスマ

ートフォンアプリでもご利用いた

だけます。 
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枕崎市職員追加募集～職員採用試験を実施 

 

■採用職種、予定人員および受験資格 

職種 
採用予定 

人員 
受験資格 

消防士 若干名 

平成８年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校(同等資

格を含む)以上の学歴を有する者または令和８年３月までに卒業見込みの者 

※このほか身体検査について、次のような採用基準があります。 

・裸眼視力または矯正視力が、両眼で 0.7 以上、かつ、一眼がそれぞれ 0.3 以

上であること。 

・消防士として職務に必要な色覚および聴力を有するもので、四肢、内臓など

に疾患がないこと。 

居住要件 

採用後は、本市に居住できる者 

欠格事項  

前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

①日本国籍を有しない者 

②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなる

までの者 

③枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者 

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

試験の方法および内容 

試験は第１次試験および第２次試験とし、第２次試験は第１次試験合格者に対して行います。 

第１次試験 職務能力試験・消防適性試験・作文試験・体力測定 

（※男女の体力差を考慮します。） 

第２次試験 面接試験(個別面接)、健康診査(医療機関発行の健康診断書提出) 

試験の日時および場所 

第１次試験 日時 ２月22日(日) 午前８時30分～ 

会場 枕崎市役所本庁 

第２次試験 日程 ３月中旬を予定(第１次試験合格通知の際にお知らせします) 

会場 枕崎市役所本庁 
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受験手続および受付期間 

〇受験申込書用紙の入手方法など 

①インターネット申し込み(電子申請) 

②総務課職員係で直接入手 

③市ホームページからダウンロード 

④郵送請求で入手(郵送請求する場合は、返信用封筒(角形２号・240㎜×332㎜)に切手(140円)を貼り、

宛先(申込者住所など)を明記して同封してください。)  

〇申し込み方法  

①における電子申請については、市ホームページの令和７年度職員採用情報(追加募集)のページ

にアクセスし、「インターネット申込み(電子申請)の流れ」を参照し、手続を確認して申し込んで

ください。 

②～④における受験申込書の提出については、受験申込書に必要事項を記入し、次の申込先に提

出してください。なお、受験申込書には、必ず写真(３カ月以内に撮影したもの)を貼ってくださ

い。郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きしてください。 

請求先および申込先 〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 枕崎市総務課職員係 

※枕崎市ホームページ(令和７年度職員採用情報(追加募集)二次元バーコード 

 

受付期間 ２月６日(金)まで 

※受付は午前８時30分～午後５時(市役所への直接の持参については、土・日、祝日は除く。郵送

の場合は、締め切り当日の消印まで有効) 

※電子申請については、24時間受け付けます。ただし、鹿児島県電子申請共同システムの運営状況

によります。 

■その他 

・第１次試験合格発表は３月上旬までに、第２次試験合格発表は３月下旬までに受験者全員に合否

結果を文書で通知します。 

・最終合格者は、令和８年４月１日付けで採用の予定です。なお、卒業見込みの者にあっては高等

学校などを卒業できない場合や免許など取得見込みの者にあっては免許などを取得できない場合

は、採用を取り消します。 

・給与は枕崎市職員の給与に関する条例に基づき、給料および諸手当が支給されます。また、学

歴、職歴などに応じて加算される場合があります。    

問合せ 総務課職員係 TEL76-1084  
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枕崎市立病院職員(看護師)募集～職員採用試験を実施 

 

■採用職種、予定人員および受験資格 

職種 
採用予定 

人員 
受験資格 

看護師 １名 

・看護師免許を有する者 

・昭和50年４月２日以降に生まれた者 

・試験当日現在、市内医療機関などの正規職員でない者 

欠格事項  

前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

①日本国籍を有しない者 

②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなる

までの者 

③枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者 

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

試験の方法および内容 

教養試験、専門試験、作文試験、面接試験、健康診査(合格者のみ) 

試験の日時および場所 

一定期間の応募者に対して、試験日時・場所を記載した受験票を送付します。 

受験手続・問合せ 

受験申込書用紙の請求および提出先 

〒898-0034 枕崎市日之出町230番地 

枕崎市立病院管理係 TEL72-0303 

※申込書は市立病院に備え付けているほか、市ホームページからもダウンロードできます。郵送に

よる請求の場合は、切手(140円)を貼った宛先明記の返信用封筒(角形２号・縦33cm×横24cm)を

同封してください。 

受付期間 随時 

※病院での受付は午前８時30分～午後５時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く) 

合格発表 試験日後14日以内に、受験者全員に合否結果を文書で通知します。 

採用 最終合格者は、合格発表後の翌月１日からの採用予定です。 

給与 給与は、枕崎市立病院事業企業職員の給与に関する規程に基づき支給されます。 

※枕崎市職員の定年等に関する条例に基づき、定年に達した日以後における最初の３月31日に退職

することとなります。 



                ５ 

募     集 
 

 

会計年度任用職員(市立病院) 
 

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書

兼履歴書」(市立病院備え付けまたは、枕崎市

ホームページからダウンロード)を２月３日

(火)午後５時15分までに市立病院管理係へ提出

してください。 

看護師業務職員(夜間勤務あり) 

募集人員 １名程度  

応募資格 

・看護師免許または准看護師免許を有する方 

・現在市内医療機関などに勤務していない、ま

たは退職予定の方 

報酬(月額) 看護師 246,100円～261,600円 

      准看護師 240,000円～253,100円 

業務内容 看護師業務など 

 

看護補助者業務職員(夜間勤務あり) 

募集人員 若干名 

応募資格 

・現在市内医療機関などに勤務していない、ま

たは退職予定の方 

報酬(月額) 217,100円～233,600円  

業務内容 看護師と共同して行う看護補助業務

など 

 

共通事項 

任用開始日 ４月１日～ 

勤務時間 下記①～④のシフト制 

①午前６時45分～午後３時30分 

②午前８時30分～午後５時15分 

③午前10時～午後６時45分 

①～③のうち７時間30分 

④午後４時30分～午前９時のうち15時間  

手当 期末勤勉手当、通勤手当(２㎞以上) 

夜勤手当、特勤手当  

保険など 社会保険(共済組合・厚生年金)、雇

用保険、労災保険  

選考方法 作文試験、面接試験(個別面接)、健

康診査(採用予定者のみ、医療機関発行の健康

診断書を提出)  

問合せ・申込み 市立病院管理係 TEL72-0303 

 

 

 

 

水道メーター器検針業務委託人 
 

希望者は、採用試験受験申込書(水道課備え

付けまたは、枕崎市ホームページからダウンロ

ード)を水道課管理係へ提出してください。 

募集人員 １名 

応募資格 

・心身ともに健康な方 

・市内在住の方で令和８年４月１日から勤務で

きる方 

・原動機付自転車免許以上を有する方 

選考方法 面接試験(採用予定者のみ公的病院

の健康診査) 

応募締め切り ２月19日(木) 午後５時15分必着 

試験日 ２月25日(水) 午後１時30分～ 

問合せ・申込み 水道課管理係 TEL72-0224 

 

 

会計年度任用職員(道路作業員) 
 

希望者は、建設課備え付けの「枕崎市会計年

度任用職員申込書兼履歴書」に必要事項を記入

し、110円切手を貼った宛先明記の返信用封筒

(長形３号)を添付して、建設課土木係に提出し

てください。 

募集人員 １名 

応募資格 

・普通自動車運転免許を有する方 

・農作業または土木作業などの経験のある方 

報酬 (月額)134,700円～151,100円   

手当 期末勤勉手当・通勤手当(2㎞以上) 

保険など 社会保険(厚生年金・共済組合)、雇

用保険、公務災害補償 

勤務日・時間 月15日勤務 午前８時30分～午

後５時(土、日、祝日、年末年始休暇を除く) 

業務の内容 

道路維持修繕管理作業(草刈・伐採、側溝清

掃修繕、路肩の修繕など) 

任用期間 ３月１日～３月31日 

※その後、年度毎の再度の任用制度あり。 

選考方法 面接試験(採用予定者のみ健康診査) 

応募締め切り ２月10日(火) 午後５時必着 

試験日 ２月中旬予定(２月17日までに応募者

全員に通知) 

問合せ・申込み 建設課土木係 TEL76-1217 
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会計年度任用職員(事務補助職員) 
 

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書

兼履歴書」(市民生活課備え付け)に必要事項を

記入し、110円切手を貼った宛先明記の返信用

封筒(長形３号)を添付して、市民生活課市民係

まで提出してください。 

職種 事務補助職員 

募集人員 ３名 

業務の内容 

マイナンバー関係の窓口対応、書類整理、パ

ソコンでの文書作成など 

報酬 (月額)165,700円～187,300円 

手当 期末勤勉手当・通勤手当(2㎞以上) 

保険など 社会保険(厚生年金・共済組合)、

雇用保険、公務災害補償 

勤務時間 午前９時～午後５時(土、日、祝日、

年末年始休暇を除く) 

以下は交代制にて勤務あり 

・毎週木曜日の午後５時～７時30分 

・毎月第２日曜日の午前８時30分～正午 

応募資格 

・パソコンでワードやエクセルを使って、文書

や表の作成ができる方 

・市内在住の方で４月１日から勤務できる方 

選考方法 面接試験(採用予定者のみ健康診査) 

応募締め切り ２月20日(金)午後５時15分必着 

試験日 ３月上旬（２月中に応募者全員に受験

通知をします） 

任用期間 ４月１日～令和９年３月31日 

問合せ・申込み 市民生活課市民係 TEL76-

1093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市営住宅谷原団地の入居者 
 

現在建設中の市営住宅谷原団地の入居者を募

集します。申し込みには、法律などによりさま

ざまな資格や条件がありますので、下記の事項

などを確認の上、申し込んでください。入居申

込書類は、建設課へ来庁いただくか市ホームペ

ージからダウンロードできます。 

募集期間 ２月２日(月)～27日(金) 

入居予定日 ４月上旬 

所在地 枕崎市立神北町463番地(立神校区) 

構造 木造２階建 

募集戸数 ６戸  間取り ２ＤＫ 

家賃 16,000円～31,500円(予定) 

※家賃は入居者(同居者を含む)の収入によって

変わります。 

敷金 家賃の３カ月分 

共益費 入居者で決定(共用灯・共用水栓など

の費用) 

駐車場 各戸１台(無料) 

入居資格 

・現在、持家がないなど、住宅に困っているこ

とが明らかであること。 

・同居できる者は親族に限る(単身での入居に

は条件があります)。 

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以下であること(裁量階層について

は214,000円以下)。 

・市税を滞納していない者であること。 

・入居者および同居者が暴力団員ではないこと。 

申込時の注意事項 

・申込日現在、すべての入居資格を満たしてい

る必要があります。 

・入居予定者となったときには、親族などの確

実な連帯保証人が必要となります。 

・ペットの飼育はできません。 

・市営住宅では入居者同士で協力し、助け合い、

安全かつ快適な生活環境づくりをしていただ

く必要があります。 

問合せ・申込み 建設課建築係 TEL76-1219 
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相   談 お 知 ら せ 
 

 

 

無料人権相談所を開設 
 

人権に関する相談所を次のとおり開設します。 

 相談は無料で、秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。 

日時 ２月５日(木) 午前10時～午後３時 

場所 市民会館第５会議室 

相談内容 人権に関することなど 

相談員 地元人権擁護委員 

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-0033 

 
 

年金相談所の開設 
 
日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。国民年金や厚生年金の請求手続き、障害

年金や遺族年金などの相談ができるほか、50歳

以上の方に年金見込額を出すことができます。

過去の年金記録を確認するお手伝いをします。 
※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(基

礎年金番号通知書・年金手帳・年金証書な

ど)や個人番号がわかるもの(マイナンバーカ

ードなど)をお持ちください。 

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。 

日時 ３月５日(木) 午前10時～午後３時 

場所 市民会館第５会議室 

※２月は枕崎市での年金相談はありません。 

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されますので、予約のない方は、その日の相

談ができない場合もあります。 

予約先 鹿児島南年金事務所  

TEL 099-251-3111(音声案内①➡②) 

■近隣市での相談も可能です。 

２月19日(木)ふれあい加世田(１階) 

      研修室１・２ 

２月26日(木)南九州市ちらん夢郷館  

専門技術研修室 

国民年金は、あなたの助けになります。もしも

のため、将来のため、保険料を納めましょう。 

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL76-1096 

 

 

 

 

 

 

 

歯周病検診を受診しましょう 
 

本市では、受診券を使って歯周病検診を実

施しています。歯周病は気づかないうちに進

行し、歯を支えている骨(歯槽骨)を溶かす病

気です。また、全身の健康状態(動脈硬化、心

臓疾患、誤嚥性肺炎など)にも影響を与えるこ

とがわかってきました。都合が悪くまだ受け

てない方には、12月にハガキの受診券(再通

知)を送付しています。検診料は無料ですので、

この機会を利用し、ぜひ受診してください。 

なお、対象の方で受診券が届いていない方は、

健康センターへ問い合わせてください。 

実施期間 ３月21日まで 

対象者 

・20歳(平成17年４月２日～平成18年４月１日生まれ） 

・30歳(平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれ） 

・40歳(昭和60年４月２日～昭和61年４月１日生まれ） 

・50歳(昭和50年４月２日～昭和51年４月１日生まれ） 

・60歳(昭和40年４月２日～昭和41年４月１日生まれ） 

・70歳(昭和30年４月２日～昭和31年４月１日生まれ） 

検査内容 問診、口腔診査、歯周組織検査、ブ

ラッシング指導 

申込み 予約が必要ですので、協力歯科医院に

申し込みのうえ受診してください。 

その他 体調に不安のある方や、予約後に体調

不良を感じた場合は、受診を控え、時期をずら

して受診ください。 

歯周病検診協力歯科医院一覧 

歯科医院名 電話番号 

今給黎歯科医院 73-2838 

かわばた歯科医院 73-2434 

サザン・リージョン病院・歯科 72-1351 

さめしま歯科 72-8255 

ふぁみりー歯科 76-3587 

松原歯科医院 86-3010 

山之内歯科医院 72-0477 

草野歯科医院 72-9808 

問合せ 健康センター TEL72-7176 
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農業者年金に加入しませんか 
 
あなたの老後生活への備えは十分ですか。年

金は家族一人一人について準備することが大切

です。老後の備えは国民年金プラス農業者年金

が基本です。農業者年金は、次の３つの要件を

満たす方であれば、どなたでも加入できます。 

加入要件 

・年間60日以上農業に従事している。 

・60歳未満である(一定の要件を満たす方は、

加入可能年齢が65歳未満)。 

・国民年金第１号被保険者である(国民年金保

険料納付免除者を除く)。 

農業者年金の特徴 

・月々の保険料は２万円(35歳未満で政策支援

加入の対象とならない方は１万円)から６万

７千円の間で加入者が千円単位で自由に選択

でき、保険料の額はいつでも見直しできます。 

・支払った保険料は同一生計の家族の分も含め

て全額社会保険料控除の対象となります。 

・終身保険であり、80歳前にお亡くなりになら

れた場合は、死亡一時金があります。 

・脱退後も加入要件を満たせばいつでも再加入

できます。 

・納付した保険料は、途中で脱退されても脱退

一時金は支払われません。将来、年金として

支給されます。 

※詳しくは、農業者年金基金のホームページを

ご覧ください。 

 

農業者年金基金ホームページ 

二次元バーコード     ⇒ 

 

問合せ 農業委員会事務局 TEL76-1094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験の

実施について 

 

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、

全国一斉に緊急情報の伝達試験が実施されます。

人工衛星などを用いて国から配信された緊急情

報を、全国瞬時警報システム(Ｊアラート)を通

じて防災行政無線で放送します。 

日時 ２月６日(金) 午前11時頃 

※気象や地震活動の状況などにより、中止とな

る場合があります。 

試験内容 市内44カ所に設置してある防災行政

無線や戸別受信機から、次のように放送されま

す。 

①防災行政無線チャイム 

②「これは、Ｊアラートのテストです」(３回) 

③「こちらは、ぼうさい枕崎市です」 

④防災行政無線チャイム 

※年３～４回実施する全国一斉情報伝達試験の

ほか、緊急地震速報訓練(年２回)を実施して

います。 

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086 

 

自衛隊への個人情報提供を希望され

ない方へ(除外申出の受付) 
 

本市では、自衛官などの募集事務に関し、法

令などに基づき自衛隊へ情報提供を行いますが、

情報の提供を望まない方は、事前に除外申出の

手続を行っていただくことで、提供する情報か

ら除外いたします。 

対象者 枕崎市に住民登録がある日本国籍の方

のうち、令和８年度中に18歳になる方(平成20

年４月２日〜平成21年４月１日生まれの方) 

申請方法 窓口(市役所総務課)または郵送 

申請期限 ５月29日(金)まで 

※窓口申請は土・日・祝日を除く 

申請者 本人または法定代理人(親権者など) 

必要書類 申請書は総務課にあります。市ホー

ムページからもダウンロードが可能です。  

※詳細はホームページを確認するか、下記に問

い合わせてください。 

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086 

 

 

 

 



                ９ 

子育て世帯応援デジタル商品券を給

付します 
 

子育て世帯への支援および地域内の消費喚起

や地域経済の活性化を図るため、18歳以下の方

に対して、「Payどん」による枕崎市内で使え

るデジタル商品券を給付します。 

給付対象 

令和８年１月１日時点で本市に住所を有する18歳

以下の方(平成19年４月２日以降に出生した方)の

いる世帯 

給付額 

18歳以下の方１人当たり25,000円分 

給付方法(デジタル商品券受け取り方法) 

「Payどん」の地域振興券にて給付します。対

象の世帯には受け取り方法を記載した通知書を

簡易書留でお送りします(１月下旬から順次発

送予定)。 

※通知書は再発行できませんのでデジタル商品

券を受け取るまで大切に保管してください。 

※給付(デジタル商品券受け取り)にあたり、

「Payどん」アプリのダウンロードおよび利

用登録をお願いします。 

※期間内にデジタル商品券をお受け取りできな

い場合の対応はできかねますので、時間に余

裕をもってご登録ください。 

問合せ 水産商工課商工振興係 TEL76-1667 

「Payどん」アプリ登録方法                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者への安全衛生教育の実施が義

務付けられています 
 

 県内において、労働者を小型車両系建設機械

であるトラクター・ショベルの運転業務に就か

せるに当たり、安全のための特別教育を行わな

かったとして、法人経営者が労働安全衛生法

(安衛法)違反の疑いで書類送検される事案が発

生しています。 

事業者は、業種・職種・雇用形態などに関わ

らず、労働者を新たに雇い入れたり、その作業

内容を変更したりしたときは、安全または衛生

のための教育を行わなければなりません。 

また、一定の危険・有害な業務に労働者を就

かせるときは、安全または衛生のための特別教

育を行わなければなりません。 

このほか、免許や技能講習など必要な資格を

有する者でなければ、就かせてはならない業務

もあります。 

例)クレーンなどの運転業務 

・つり上げ荷重５t以上の移動式クレーンの場

合は免許 

・つり上げ荷重１t以上５t未満の移動式クレー

ンの場合は技能講習または免許 

・つり上げ荷重１t未満の移動式クレーンの場

合は特別教育、技能講習または免許 

このように、必要な資格などが異なります。 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認

ください。また、安衛法について確認したい場

合は、下記の問合せ先までお問い合わせくださ

い。 

問合せ 鹿児島労働局健康安全課 TEL099-

223-8279・鹿児島労働基準監督署安全衛生課 

TEL099-803-9631 

 

厚生労働省ホームページ⇒ 
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林野火災注意報・警報の運用が始ま

りました 
 

令和８年１月１日から、気象の状況が山林、

原野などにおける火災の予防上注意を要すると

認められるときは、林野火災注意報、林野火災

警報が発令されます。  

林野火災注意報が発令されると 

山林、原野などにおける火入れはもちろんの

こと、たき火や、煙火、屋外における喫煙など

の火災予防条例で定める「火の使用の制限」に

従う努力義務（自粛に努めること）が課せられ

ます。 

林野火災警報が発令されると 

山林、原野などにおける火入れはもちろんの

こと、たき火や、煙火、屋外における喫煙など

の火災予防条例で定める「火の使用の制限」に

従う義務（従わなければならない）が課せられ

ます。 ※罰則あり 

「火の使用の制限」とは 

①山林、原野などにおいて火入れをしないこと。 

②煙火を消費しないこと。 

※玩具花火を除く花火の打ち上げをしないこと。 

③屋外において火遊びまたはたき火をしないこ

と。 

④屋外においては、引火性または爆発生の物品

そのほかの可燃物の付近で喫煙をしないこと。 

⑤山林、原野などの場所で、火災が発生するお

それが大であると認めて市長が指定した区域

において喫煙をしないこと。 

⑥残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉

を始末すること。 

消防署から届出のお願い 

 火災とまぎらわしい煙などを発するおそれの

ある行為など(たき火を含む)を行うときは、消

防署に届け出をお願いします。 

『 急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし 』 

〈火の用心と救急車の適正利用をお願いしま

す。〉 

問合せ 消防本部警防課予防係 TEL76-1248 

 

 

 

 

 

 

 

 

かごしま文化財セミナーin枕崎市の

開催 
 

郷土の歴史や伝統・文化、地域の特性の理解

を深めるために、身近な文化財に親しむことを

目的に、かごしま探検の会の東川隆太郎氏を招

き講座やまち歩きを実施します。 

日時 ２月28日(土) 午後１時30分～４時30分  

会場 市民会館第１会議室 

定員 30名(先着順 定員に達し次第募集を停

止します) 

問合せ 生涯学習課公民館係 TEL72-2221 
 

 

「防災・一般情報提供メール」につ

いて 
 
 防災行政無線から放送された内容をメールで

受信することができます。災害情報だけではな

く、一般のお知らせも受信を選択することがで

きます。受信には、登録が必要です。下の二次

元バーコードに空メールを送信すると登録用の

URLが送られてきます。詳しい登録方法につい

ては、市ホームページ(「枕崎市 防災・一般

情報提供メール」で検索)をご覧ください。 

 

 

 

 

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086 
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第37回老人クラブ芸能大会開催 
 

 高齢者の方々が、自らの健康づくり、生きが

いづくりのために各地域で歌や踊りの練習をし

ています。その成果を発表する芸能大会が下記

の日程で開催されることになりました。 

ご近所お誘い合わせのうえ、皆様のご来場を

心からお待ちしております。 

※本大会は高齢者元気度アップ・ポイント事業

の対象です。 

日時 ２月27日(金) 午後１時～ 

会場 市民会館大ホール 

問合せ 枕崎市老人クラブ連合会 事務局(枕

崎市社会福祉協議会内) TEL72-7450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度市・県民税等および国民

健康保険税ならびに後期高齢者医療

保険料の申告受付について 
 

令和８年度の市･県民税等および国民健康保

険税ならびに後期高齢者医療保険料に係る所得

(令和７年中の所得)の申告を受け付けます。ま

た、簡易な所得税の申告相談についても対象地

域の会場で受け付けます。日時、会場などにつ

いては別紙綴込みチラシをご覧いただくか、税

務課課税係までお問い合わせください。 

申告受付に伴う注意事項とお願い 

・申告の際は必ず指定の申告会場を確認し、必

要書類を準備してからご来場ください。 

・発熱などの症状がある方、または体調のすぐ

れない方はご来場をお控えください。 

・市役所以外に申告会場を設けた日は税務課の

窓口での申告は受付できません。対象地域の

指定日に都合の悪い方は「別地域の日時、会

場」または「市内全域」の日にお越しくださ

い。 

・申告会場では「収支内訳書」、「医療費控除

の明細書」などの代行作成はしませんので、

あらかじめご自宅での事前作成をお願いしま

す。 

・収入が公的年金のみの方、収入なしの方は電

話で申告できます。電話申告にご協力くださ

い。 

申告受付期間 ２月９日(月)～３月16日(月) 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 
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税の申告に必要な書類の準備はお済みですか？ 
 
令和７年分の税の申告が２月から始まります。申告時間を短縮できるように領収書をまとめ集計

するなど、早めの準備と確認をお願いします。必要書類が整っていない場合、当日に受付できない

ことや長時間お待たせすることになります。 

申告日程や会場などの詳細は、広報紙２月号の申告受付日程または広報紙１月号折り込みチラ

シ、別紙綴込みチラシをご覧ください。 

■営業所得、農業所得、不動産所得などを申告する方 

必要書類 

必ず事前に作成した収支内訳書や収入金額と必要経費をまとめた帳簿などをお持ちください。 

準備の仕方 

①売り上げなどの収入金額、仕入れや必要経費について帳簿やノートなどに記載しましょう。 

②必要経費は科目ごとに分類し、科目ごとの金額を合計して記載しましょう。  

注意事項 

※帳簿書類の作成・保存をしていない場合には雑所得と判断する場合があります。 

※家事分の水道光熱費や飲食費などは必要経費にはなりません。必要経費の見直しをお願いしま

す。 

※収支内容をまとめていない方は、計算していただいてから申告受付となります。 

※領収書やレシートは、ご自宅で保存してください。 

■医療費控除を申告する方 

「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。必ず事前

に領収書を集計した医療費明細書をお持ちください。 

※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。 

準備の仕方 

①領収書を個人ごとに分けましょう。 

②個人ごとに分けた領収書を病院や薬局ごとに分けましょう。 

③「①・②」で分けた領収書ごとに１年間の支払った医療費を集計しましょう。  

注意事項 

※領収書を集計していない方は、計算してから申告受付となります。 

※対象月は、申告する前年の１月から12月に支払った医療費です。 

※集計した領収書は５年間保存してください。 

※生命保険や社会保険などで補填された医療費があれば、その金額がわかるものをお持ちください。 

■その他注意事項 

・収入がない場合も申告は必要です。収入がない旨の申告をしてください(扶養対象親族は除く)。 

・年度途中で退職された方や年末調整されていない方は申告が必要です。 

・申告がない場合、所得証明書の発行や課税上不利益な取り扱いを受ける場合があります。 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 
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小型特殊自動車をお持ちの方へ 

農業・製造業・土木建設業などで使用する下記規格の小型特殊自動車は、地方税法上、公道走行の有

無に関わらず、所有していることで軽自動車税が課税されます。そのため、田畑や工場・敷地内のみで

使用する車両であっても軽自動車税の申告(手続き)を行い、車体に課税標識(ナンバープレート)を取り

付ける必要があります。 

該当する車両を取得した方(法人を含む)または現在未申告の車両を所有している方(法人を含む)は、

速やかに軽自動車税の申告(手続き)を行ってください。 

 

区分 農耕作業用 その他 

長さ 制限なし 4.7ｍ以下 

幅 制限なし 1.7ｍ以下 

高さ 制限なし 2.8ｍ以下 

最高速度 35ｋｍ/ｈ未満 15ｋｍ/ｈ以下 

総排気量 制限なし 制限なし 

種類 農耕トラクタ、農業用薬

剤散布車、刈取脱穀作業

車 (コンバイン )、田植

機、国土交通大臣の指定

する農耕作業用自動車 

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グ

レーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除

雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドー

ザ、モーター・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホ

イール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ロー

ダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレ

ット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する

構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを

有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を

有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイールキャリ

ア、草刈作業車など) 

申告先 税務課課税係⑦番窓口 

必要なもの ・車名、車台番号の情報 

・販売証明書(販売店から購入したとき) 

・譲渡証明書または廃車証明書(譲り受けたとき) 

・本人確認書類(運転免許証など) 

その他 ・車種などの判別が困難な場合は、販売店へお問い合せください。 

・「農耕作業用」で最高速度 35ｋｍ/ｈ以上のものや、「その他」のもので上記規格の

１つでも超えるものは大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車で事業用資産の

場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となり、償却資産の申告が必要です。 

・乗用でないもの(歩行型農作業機など)は軽自動車税の課税対象ではありませんが、事

業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となり、償却資産の申告が必要で

す。 

・これまで軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車を、固定資産税(償却資産)とし

て申告されていた場合は、償却資産の修正申告が必要です。 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 
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ご存知ですか軽自動車の手続き 
 

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき、または

住所が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車

税(種別割)は、毎年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車など

の手続きをした場合でも、月割りによる減額はなく、その年度の税額を全額納めていただくことに

なります。廃車の手続きが完了するまでは軽自動車税(種別割)が課税されつづけますので、名義変

更や廃車手続きは４月１日までに行ってください。また、所有者が死亡した場合も名義変更などの

手続きをお願いします。 

 原動機付自転車・小型特殊自動車用の申告書は市役所に備え付けていますが、市のホームページ

からもダウンロードできます。 

区分 必要なもの 申告先 

原動機付自転車 

(125㏄以下) 

小型特殊自動車 

新

規 

・

変

更 

販売店から 

購入したとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・車名、車台番号、排気量などがわかるもの 

・販売証明書など 

税務課

課税係 

(⑦番 

窓口) 

市内へ 

転入したとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・車名、車台番号、排気量などがわかるもの 

・標識(ナンバープレート)または廃車証明書 

譲り受けたとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・標識(変更する場合) 

・標識交付証明書または廃車証明書(前所有

者) 

・譲渡証明書 

廃

車 

廃棄・転出 

市外の人に譲り

渡したとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・標識 

・標識交付証明書 

標識を 

紛失したとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・標識交付証明書 

・紛失顛末書 

・弁償金(200円) 

盗難に 

あったとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・標識交付証明書 

・盗難届出の受理番号または盗難届出証明書 

軽二輪 

(125cc超250㏄以下) 

自動二輪(250㏄超) 

必要な書類は下記へお問い合わせください。 

国土交通省九州運輸局 鹿児島運輸支局 登録部門 

TEL050-5540-2089 

軽自動車 

(三輪・四輪) 

必要な書類は下記へお問い合わせください。 

全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 

TEL099-261-4011 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 
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スポーツ・文化イベント情報 

問合せ 文化 TEL72-9998 

  スポーツ TEL76-6151 

～スポーツイベント～ 

県地区対抗女子駅伝競走大会について 
 

 かごしま女子駅伝大会(第39回鹿児島県地区

対抗女子駅伝競走大会)が１月25日(日)午前10

時から霧島市隼人・国分コースで開催され、早

春の霧島路６区間、21.0975㎞を県内の女性ラ

ンナーたちがたすきをつなぎます。地元「川辺

チーム」の応援をお願いします。 

【候補選手(本市出身者)】 

・池田 一嬉 

(鳳凰高等学校３年：枕崎中学校出身) 

・有村 俐亜羅 

(鳳凰高等学校２年：枕崎中学校出身) 

・館野 葵  

(立神中学校３年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ ッ ズ だ よ り 

問合せ 子育て支援センターキッズ 

              TEL72-0382 

 

 子育て支援センター「キッズ」では、乳児・

幼児および保護者が相互の交流を行う場を開設

しています。子育て中の親子であればどなたで

も無料で利用できます。 

場所 立神海の風こども園(中央町261) 

開放日 毎週月～金曜日 

開放時間 午前８時30分～午後１時30分 

 

2月の行事（午前10時から） 

日 曜日 行事の内容 要予約 

２ 月 ドライヘッドスパ体験 ○ 

３ 火 豆まき  

５ 木 食育講座  

10 火 
園庭遊び  

試食会 ○ 

12 木 

ママちゃれんじデー 

○ ～バレンタインクッキング

～ 

17 火 ひな人形を作ろう  

20 金 誕生会  

26 木 読み聞かせ  

 

※10日(火)の園庭遊びの日が雨天の場合、キッ

ズルームで遊びます。 

※活動は変更または中止になることもあります

ので、あらかじめご了承ください。 

※要予約の活動は、少人数限定になっているも

のもありますので、早めにお申し込みくださ

い。 

 

○相談支援事業について 

未就園児の保護者を対象にお子様の発育な

どの心配事に対する「相談支援事業」を実施

しています。 

相談日 毎週水曜日・木曜日 

時間 午後２時～４時 

※上記問合せ先へ電話での予約が必要です。 
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■謎かけの答え＝「寅さんが引き立ちます」 

 

 

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ 

２日(月) 母子健康手帳交付 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

９日(月) 
はじめてのBabyCome 

(べびかむ)教室 
健康センター    9:00～11:40 

健康センター 

72-7176 

12日(木) ◎男性料理教室 立神センター   10:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

13日(金) 
市民あいさつ運動

の日 

市民全体で声かけ、あいさつに

取り組みましょう 

市民会館 

72-2221 

14日(土) 

バレンタインチョ

コを作ろう 

立神地区公民館  14:00～16:00 

【対象】小学校高学年 

※定員10名、材料代500円 

立神地区公民館 

72-1693 

料理教室 

桜山地区公民館  13:30～15:30 

【対象】小学生 

※材料代 

桜山地区公民館 

72-2267 

16日(月) 母子健康手帳交付 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

18日(水) ◎男性料理教室 別府センター   10:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

19日(木) 子育てサロン 健康センター   10:00～11:30 
健康センター 

72-7176 

26日(木) ◎男性料理教室 健康センター   10:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

 

市政へのご意見・提言の窓口 

〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係 

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436 

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp 

市ホームページ https://www.city.makurazaki.lg.jp 

まちのカレンダー ２月 
※「◎」は高齢者元気度アップ・ 

ポイント事業の対象事業です。 

マイナンバーカードに関する窓口時間延長・日曜日開庁について
仕事などで平日の昼間に市役所に行くことができない方のために、窓口時

間の延長および日曜日の開庁を行っています。併せて、住民票の写し・印

鑑登録証明書(印鑑登録証持参)も発行できます。※どちらも本人確認書類

が必要です。 

■時間延長 毎週木曜日 午後７時30分まで 

■日曜日開庁 毎月第２日曜日 午前８時30分～正午 

問合せ 市民生活課市民係 TEL76-1093 

 


